
別 添 

令 和 8 年 4 月 1 0 日 
就 労 支 援 A 型 事 業 所 に お け る ス コ ア 表 （ 全 体 ） 

事 業 所 名 一 歩 

住 所 福 島 県 い わ き 市 泉 玉 露 2 丁 目 1 － 1 1 

電 話 番 号 0246-75-1508 

（ I ） 労 働 時 間 

① 1 日 の 平 均 労 働 時 間 が 7 時 間 以 上 

② 1 日 の 平 均 労 働 時 間 が 6 時 間 以 上 7 時 間 未 満 

③ 1 日 の 平 均 労 働 時 間 が 5 時 間 以 上 6 時 間 未 満 

④ 1 日 の 平 均 労 働 時 間 が 4 時 間 3 0 分 以 上 5 時 間 未 満 55 

⑤ 1 日 の 平 均 労 働 時 間 が 4 時 間 以 上 4 時 間 3 0 分 未 満 

⑥ 1 日 の 平 均 労 働 時 間 が 3 時 間 以 上 4 時 間 未 満 

（ 2 1 日 の 平 均 労 働 時 間 が 2 時 間 以 上 3 時 間 未 満 

⑧ 1 日 の 平 均 労 働 時 間 が 2 時 間 未 満 
点 

1 9 0 点 （ 2 8 0 点 ③ 6 5 点 4 5 5 点 （ 4 0 点 6 3 0 点 （ 2 0 点 8 5 点 

（ I I ） 生 産 活 動 
① 過 去 3 年 の 生 産 活 動 収 支 が そ れ ぞ れ 当 該 各 年 度 に 利 用 
者 に 支 払 う 賃 金 の 総 額 以 上 

② 過 去 3 年 の 生 産 活 動 収 支 の う ち 前 年 度 及 び 前 々  年 度 の 
各 年 度 に お け る 生 産 活 勤 収 支 が そ れ ぞ れ 当 該 各 年 度 に 利 

用 者 に 支 払 う 賃 金 の 総 額 以 上 
③ 過 去 3 年 の 生 産 活 動 収 支 の う ち 前 年 度 に お け る 生 産 活 
動 収 支 の み が 前 年 度 に 利 用 者 に 支 払 う 賃 金 の 総 額 以 上 60 
④ 過 去 3 年 の 生 産 活 動 収 支 の う ち 前 々 年 度 に お け る 生 産 
活 動 収 支 の み が 前 々 年 度 に 利 用 者 に 支 払 う 賃 金 の 総 額 以 

⑤ 過 去 3 年 の 生 産 活 動 収 支 の う ち 前 年 度 及 び 前 々 年 度 の 
各 年 度 に お け る 生 産 活 動 収 支 が い ず れ も 当 該 各 年 度 に 利 

用 者 に 支 払 う 賃 金 の 総 額 未 満 
⑤ 過 去 3 年 の 生 産 活 動 収 支 が い ず れ も 当 該 各 年 度 に 利 用 
者 に 支 払 う 賃 金 の 総 額 未 満 点 

① 6 0 点   2 5 0 点 （ 3 4 0 点   4 2 0 点 （ ⑤ 5 ） - 1 0 点 6 ） - 2 0 点 

（ 皿 ） 多 様 な 働 き 方 （ ※ ） 

① 免 許 ・ 資 格 取 得 、 検 定 の 受 検 動 に 関 す る 制 度 

就 業 規 則 等 で 定 め て い る 

② 利 用 者 を 職 員 と し て 登 用 す る 制 度 
就 業 規 則 等 で 定 め て い る 

（ 3 在 宅 勤 務 に 係 る 労 働 条 件 及 び 服 務 規 律 

就 業 規 則 等 で 定 め て い る 

④ フ レ ッ ク ス タ イ ム 制 に 係 る 労 働 条 件 

就 業 規 則 等 で 定 め て い る 

1 5 
⑤ 短 時 間 勤 務 に 係 る 労 働 条 件 

就 業 規 則 等 で 定 め て い る 

6 ） 時 差 出 勤 制 度 に 係 る 労 働 条 件 

就 業 規 則 等 で 定 め て い る 

⑦ 有 給 休 暇 の 時 間 単 位 取 得 又 は 計 画 的 付 与 制 度 
就 業 規 則 等 で 定 め て い る 

⑧ 場 病 休 暇 等 の 取 得 に 関 す る 事 項 

就 業 規 則 等 で 定 め て い る 

小 計 （ 注 1 ） 

（ ※ ） 8 項 目 の 合 計 点 に 応 じ た 点 数 
点 

（ 注 1 ） 5 以 上 ： 1 5 点 、 4 ～ 3 ： 5 点 、 2 点 以 下 ： 0 点 

6 5 点 

6 0 点 

事 業 所 番 号 710402595 

管 理 者 名 林   ち え み 

刘 象 年 度 令 和 7 年 度 

（ W ）   支 援 力 向 上 （ 必 ） 

① 研 修 計 画 に 基 づ い た 外 部 研 修 会 又 は 内 部 研 修 会 

参 加 し た 職 員 が 1 人 以 上 参 加 し て い る 

② 研 催 、 学 会 等 は 学 会 誌 等 に お い て 発 表 
1 回 以 上 の 場 合 

3 視 察 ・ 実 習 の 実 施 又 は 受 け 入 れ 
い ず れ か 一 方 の み の 取 組 を 行 っ て い る 

④ 販 路 拡 大 の 商 談 会 等 へ の 参 加 
1 回 以 上 の 場 合 

⑤ 職 員 の 人 事 評   制 

創 慶 荖 長 綽 譽 鉴 莞 の 濃 寶 恐 版 點   李 出 奢 * 石 全 て の 職 員 に 周 知 し て い る 

⑤ ピ ア サ ポ ー タ ー の 配 置 

15 

ピ ア サ ポ ー タ ー を 職 員 と し て 配 置 し て い る 

⑦ 第 三 者 評 価 
過 去 3 年 以 内 の 福 祉 サ ー ビ ス 第 三 者 評 価 を 

受 容 し て お り 、 結 果 を 公 表 し て い る 。 

⑧ 国 際 標 準 化 規 格 が 定 め た 規 格 等 の 認 証 等 

都 道 府 県 知 事 が 適 当 と 認 め る 国 際 標 準 規 格 が 定 め た 
規 格 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の の 認 証 を 受 け て い る 

小 計 （ 注 2 ） 
（ ※ ） 8 項 目 の 合 計 点 に 応 じ た 点 数 （ 注 2 ） 5 以 上 ： 1 5 点 、 4 ～ 3 ： 5 点 、 2 点 以 下 ： 0 点 

（ V ） 地 域 連 携 活 動 

点 

地 域 の 事 業 者 と 連 携 し た 付 加 価 値 の 高 い 商 品 開 発 、 企 業 や 官 公 庁 等 で の 生 産 活 動 等 地 域 社 会 と 連 携 し た 活 動 を 行 い 、 そ の 結 果 

を イ ン タ ー ネ ッ ト 等 に よ り 公 表 し て い る 10 

点 
1 事 例 以 上 あ る 場 合 ： 1 0 点 

（ V I ） 経 営 改 善 計 画 

経 営 改 善 計 画 の 提 出 を 求 め ら れ て い な い 。 ま た は 、 経 営 改 善 計 
画 の 提 出 を 求 め ら れ て い る が 、 指 定 さ れ た 期 日 ま で に 提 出 し て 
い る 。 

点 
期 限 内 に 提 出 し て い な い 場 合 ： 5 0 点 

（ W I ） 利 用 者 の 知 識 ・ 能 力 向 上 

前 年 度 に お い て 、 就 労 継 続 支 援 A 型 事 業 所 等 が 利 用 者 の 知 識 及 
ぶ 能 力 の 向 上 に 向 け た 支 援 を 行 い 。 当 該 支 援 の 具 体 的 な 内 容 を 
に 載 し た 報 告 を 作 成 し 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 

に よ り 公 表 し て い る 。 
10 

点 

1 事 例 以 上 あ る 場 合 ： 1 0 点 

8 0 点 9 0 点 

合 計 

項 目 点 数 
労 働 時 間 5 点 2 0 点 3 0 点 4 0 点 5 5 点 

生 產 活 動 2 0 点 • 1 0 点 2 0 点 4 0 点 5 0 点 

多 様 な 働 き 方 0 点 5 点 1 5 点 

支 援 力 向 上 0 点 5 点 1 5 点 

地 城 連 携 活 動 0 点 1 0 点 

経 営 改 善 計 画 0 点 5 0 点 
利 用 者 の 知 

0 点 1 0 点 

165 
点 / 2 0 0 点 

鎌 ・ 能 力 向 上 


